
大
分
市
大
字
上
戸
次
字
川
平
３１４番

１
か
ら
竹
田
市
大
字
小
塚
字
通

道
１４５３番

１
ま
で

」 を

大
分
市
大
字
上
戸
次
字
川
平
３１４番

１
か
ら
豊
後
大
野
市
犬
飼
町
下

津
尾
字
犬
飼
山
４０５１番

１
ま
で

豊
後
大
野
市
朝
地
町
下
野
字
姉
井
迫
８０番

２
地
先
か
ら
竹
田
市
大
字

小
塚
字
通
道
１４５３番

１
ま
で

」 に
改
め
、
同
表
の
一
般
国
道

日
田
市
大
字
十
二
町
字
前
田
６０１番

１
か
ら
日
田
市
本
町
３９番

ま
で

日
田
市
本
町
３９番

か
ら
日
田
市
大
字
高
瀬
字
塚
脇
５００番

５
ま
で

県
道
日
田
鹿
本
線

豊
後
大
野
市
朝
地
町
下
野
字
姉
井
迫
８０番

２
地
先
か
ら
豊
後
大
野
市

犬
飼
町
下
津
尾
字
犬
飼
山
４０５１番

１
ま
で

県
道
竹
田
犬
飼
線

大
分
市
大
字
毛
井
字
仲
野
８２１番

２
か
ら
大
分
市
大
字
横
尾
字
年
ノ

神
１９９９番

１
ま
で

中
津
市
大
字
田
尻
崎
１３番

１
か
ら
中
津
市
大
字
定
留
字
和
間
崎
２４８４

番
ま
で

中
津
市
道
田
尻
和
間

線

杵
築
市
大
字
南
杵
築
字
中
溝
１７０５番

１
地
先
か
ら
杵
築
市
大
字
本
庄

字
田
平
２２３６番

１
地
先
ま
で

杵
築
市
道
本
町
田
平

線

中
津
市
大
字
定
留
字
早
田
５６３番

１
か
ら
中
津
市
大
字
田
尻
崎
２０番

４
ま
で

臨
港
道
路
中
津
港
線

公
安
委
員
会
規
則

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

公
安
委
員
会
規
程

大
分
県
公
安
委
員
会
に
お
け
る
個
人
情
報
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
制
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

警
察
本
部
訓
令

大
分
県
警
察
に
お
け
る
個
人
情
報
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
制
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

大
分
県
警
察
に
お
け
る
遺
失
物
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

大
分
県
警
察
総
合
企
画
運
営
委
員
会
の
設
置
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五

〇
公
安
委
員
会
規
則

目

次

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
２９年

３
月
３１日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

髙
橋

治
人

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
５１年

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
２
の
一
般
国
道
５７号

の
項
中

「

「２１２号
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
２
の
一
般
国
道
５０２号

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
２
の
県
道
大
田
杵
築
線
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
２
の
大
分
市
道
山
津
松
岡
線
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
２
の
中
津
市
道
野
崎
堀
田
線
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
２
の
杵
築
市
道
鳥
居
原
線
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
２
の
臨
港
道
路
６
号
線
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附
則

平
成
二
十
九
年

（ 金 曜 日 ）

�
�
�
�

号

外

二
九

三
月
三
十
一
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
）

一



〇
公
安
委
員
会
規
程

こ
の
規
則
は
、
平
成
２９年

４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
公
安
委
員
会
規
程
第
１
号

大
分
県
公
安
委
員
会
に
お
け
る
個
人
情
報
の
管
理
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
２９年

３
月
３１日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長
髙
橋
治
人

大
分
県
公
安
委
員
会
に
お
け
る
個
人
情
報
の
管
理
に
関
す
る
規
程

目
次第
１
章
総
則
（
第
１
条
－
第
４
条
）

第
２
章
安
全
管
理
の
た
め
の
措
置

第
１
節
安
全
管
理
を
講
ず
る
た
め
の
組
織
（
第
５
条
－
第
６
条
）

第
２
節
個
人
情
報
の
取
扱
い
（
第
７
条
－
第
１５条

）
第
３
章
補
則
（
第
１６条

）
附
則
第
１
章
総
則

（
趣
旨
）

第
１
条
こ
の
規
程
は
、
大
分
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
１３年

大
分
県
条
例
第
４５号

）
に
基
づ
き
、
大

分
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
正
な
管
理

の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
２
条
こ
の
規
程
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
大
分
県
個
人
情
報
保
護
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
。

（
職
員
の
責
務
）

第
３
条
職
員
は
、
自
ら
の
行
動
が
公
務
の
信
用
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
強
く
認
識
し
た
上
で
、
公
安
委

員
会
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
が
安
全
か
つ
適
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
関
係
法
令
及
び
こ
の
規
程
を
遵

守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
令
違
反
等
に
対
す
る
厳
正
な
対
処
）

第
４
条
公
安
委
員
会
は
、
法
令
又
は
こ
の
規
程
に
違
反
し
た
職
員
に
対
し
、
法
令
等
に
基
づ
き
厳
正
に
対

処
す
る
も
の
と
す
る
。

第
２
章
安
全
管
理
の
た
め
の
措
置

第
１
節
安
全
管
理
を
講
ず
る
た
め
の
組
織

（
総
括
責
任
者
）

第
５
条
公
安
委
員
会
に
総
括
責
任
者
を
置
き
、
警
務
部
総
務
課
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

２
総
括
責
任
者
は
、
個
人
情
報
の
適
正
な
管
理
を
確
保
す
る
た
め
、
保
護
責
任
者
を
監
督
す
る
。

（
保
護
責
任
者
）

第
６
条
公
安
委
員
会
に
保
護
責
任
者
を
置
き
、
警
務
部
総
務
課
公
安
委
員
会
補
佐
室
長
を
も
っ
て
充
て

る
。

２
保
護
責
任
者
は
、
次
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
。

⑴
所
掌
す
る
事
務
で
取
り
扱
う
個
人
情
報
を
適
正
に
管
理
す
る
こ
と
。

⑵
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
職
員
及
び
そ
の
役
割
を
指
定
す
る
こ
と
。

⑶
前
号
の
職
員
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
範
囲
を
指
定
し
、
必
要
な
監
督
を
行
う
こ
と
。

⑷
自
ら
管
理
責
任
を
有
す
る
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
公
文
書
、
処
理
経
路
、
保
管
方
法
等
に
つ

い
て
、
定
期
又
は
随
時
に
点
検
を
行
い
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
を
総
括
責
任
者

に
報
告
す
る
こ
と
。

⑸
個
人
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
等
（
以
下
「
情
報
漏
え
い
等
」
と
い
う
。
）
の
事
案
の
発
生

又
は
そ
の
兆
候
を
把
握
し
た
場
合
の
職
員
か
ら
保
護
責
任
者
へ
の
報
告
、
連
絡
及
び
対
応
体
制
を
整
備

す
る
こ
と
。

第
２
節
個
人
情
報
の
取
扱
い

（
個
人
情
報
の
利
用
の
制
限
）

第
７
条
職
員
は
、
そ
の
担
当
す
る
事
務
に
お
け
る
利
用
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
個
人
情
報
を
利
用
し

て
は
な
ら
な
い
。

（
個
人
情
報
の
提
供
の
求
め
の
制
限
）

第
８
条
職
員
は
、
そ
の
担
当
す
る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
を
除
き
、
個
人
情
報
の
提
供
を

求
め
て
は
な
ら
な
い
。

（
個
人
情
報
の
収
集
等
の
制
限
等
）

第
９
条
職
員
は
、
そ
の
担
当
す
る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
を
除
き
、
個
人
情
報
を
収
集

し
、
保
管
し
、
又
は
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
職
員
は
、
個
人
情
報
を
収
集
し
、
保
管
し
、
又
は
提
供
す
る
場
合
は
、
適
法
か
つ
適
正
な
方
法
に
よ
り

収
集
し
、
保
管
し
、
又
は
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
複
製
等
の
制
限
）

第
１０条

保
護
責
任
者
は
、
個
人
情
報
の
秘
匿
性
等
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
、
職
員
が
個

人
情
報
を
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
・
公
安
委
規
程
）

二



〇
警
察
本
部
訓
令

⑴
個
人
情
報
の
複
製

⑵
個
人
情
報
の
送
信

⑶
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
公
文
書
の
外
部
へ
の
送
付
又
は
持
ち
出
し

⑷
そ
の
他
個
人
情
報
の
適
正
な
管
理
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為

（
誤
り
の
訂
正
）

第
１１条

個
人
情
報
を
取
り
扱
う
職
員
は
、
個
人
情
報
の
内
容
に
誤
り
等
を
発
見
し
た
場
合
に
は
、
保
護
責

任
者
の
指
示
に
従
い
、
直
ち
に
必
要
な
訂
正
（
追
加
及
び
削
除
を
含
む
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
（
公
文
書
の
管
理
）

第
１２条

個
人
情
報
を
取
り
扱
う
職
員
は
、
保
護
責
任
者
の
指
示
に
従
い
、
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る

公
文
書
を
定
め
ら
れ
た
場
所
に
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
棄
等
）

第
１３条

個
人
情
報
を
取
り
扱
う
職
員
は
、
個
人
情
報
又
は
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
公
文
書
が
不
要

と
な
っ
た
場
合
に
は
、
保
護
責
任
者
の
指
示
に
従
い
、
当
該
個
人
情
報
の
復
元
又
は
判
読
を
不
可
能
と
す

る
方
法
に
よ
り
削
除
又
は
廃
棄
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
情
報
漏
え
い
等
の
事
案
へ
の
対
応
）

第
１４条

職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
事
案
の
発
生
又
は
そ
の
お
そ
れ
を
認
識
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
保
護
責
任

者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
情
報
漏
え
い
等
の
事
案

⑵
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
職
員
が
こ
の
規
程
等
に
違
反
し
て
い
る
事
案

⑶
そ
の
他
の
個
人
情
報
の
安
全
確
保
上
で
問
題
と
な
る
事
案

２
前
項
に
規
定
す
る
報
告
を
受
け
た
保
護
責
任
者
は
、
被
害
の
拡
大
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
直
ち

に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
保
護
責
任
者
は
、
前
項
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
事
案
の
発
生
し
た
経
緯
、
被
害
状
況
等
を
調
査

し
、
速
や
か
に
総
括
責
任
者
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
に
重
大
と
認
め
る
事
案
が
発
生
し

た
場
合
に
は
、
直
ち
に
総
括
責
任
者
に
当
該
事
案
の
内
容
等
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
総
括
責
任
者
は
、
情
報
漏
え
い
等
の
事
案
が
発
生
し
た
と
判
断
し
た
場
合
は
、
事
案
の
内
容
等
に
応
じ

て
、
そ
の
事
実
を
本
人
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

５
総
括
責
任
者
及
び
保
護
責
任
者
は
、
情
報
漏
え
い
等
の
事
案
が
発
生
し
た
原
因
を
分
析
し
、
事
案
の
内

容
等
に
応
じ
て
、
再
発
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
安
全
管
理
措
置
の
見
直
し
）

第
１５条

総
括
責
任
者
及
び
保
護
責
任
者
は
、
点
検
の
結
果
等
を
踏
ま
え
、
実
効
性
等
の
観
点
か
ら
個
人
情

報
の
適
正
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
評
価
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
見
直
し
等

の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
３
章
補
則

第
１６条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
情
報
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
括
責
任
者
が

別
に
定
め
る
。

附
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
２９年

３
月
３１日

か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
４
号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署
大
分
県
警
察
に
お
け
る
個
人
情
報
の
管
理
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
２９年

３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
松
坂
規
生

大
分
県
警
察
に
お
け
る
個
人
情
報
の
管
理
に
関
す
る
規
程

目
次第
１
章
総
則
（
第
１
条
－
第
４
条
）

第
２
章
安
全
管
理
の
た
め
の
措
置

第
１
節
安
全
管
理
を
講
ず
る
た
め
の
組
織
（
第
５
条
－
第
８
条
）

第
２
節
個
人
情
報
の
取
扱
い
（
第
９
条
－
第
２１条

）
第
３
節
教
育
・
研
修
（
第
２２条

）
第
４
節
物
理
的
安
全
管
理
措
置
及
び
技
術
的
安
全
管
理
措
置
（
第
２３条

）
第
５
節
業
務
の
委
託
等
に
伴
う
措
置
（
第
２４条

・
第
２５条

）
第
３
章
特
定
個
人
情
報
等
の
管
理
に
関
す
る
特
例
（
第
２６条

－
第
４１条

）
第
４
章
補
則
（
第
４２条

）
附
則
第
１
章
総
則

（
趣
旨
）

第
１
条
こ
の
訓
令
は
、
大
分
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
１３年

大
分
県
条
例
第
４５号

）
並
び
に
行
政
手

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
程
・
警
察
本
部
訓
令
）

三



続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
２５年

法
律
第
２７

号
。
以
下
「
番
号
法
」
と
い
う
。
）
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
２７年

大
分
県
条
例
第
２７

号
。
以
下
「
番
号
利
用
等
条
例
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
大
分
県
警
察
に
お
い
て
取
り
扱
う
個
人
情
報

の
適
正
な
管
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
２
条
こ
の
訓
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
大
分
県
個
人
情
報
保
護
条
例
並
び
に
番
号
法
及
び
番
号

利
用
等
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

２
こ
の
訓
令
に
お
い
て
「
特
定
個
人
情
報
等
」
と
は
、
特
定
個
人
情
報
又
は
個
人
番
号
を
い
う
。

（
職
員
の
責
務
）

第
３
条
職
員
は
、
自
ら
の
行
動
が
公
務
の
信
用
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
強
く
認
識
し
た
上
で
、
大
分
県

警
察
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
が
安
全
か
つ
適
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
関
係
法
令
及
び
こ
の
訓
令
を
遵

守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
令
違
反
等
に
対
す
る
厳
正
な
対
処
）

第
４
条
最
高
総
括
責
任
者
は
、
法
令
又
は
こ
の
訓
令
に
違
反
し
た
職
員
に
対
し
、
法
令
等
に
基
づ
き
厳
正

に
対
処
す
る
も
の
と
す
る
。

第
２
章
安
全
管
理
の
た
め
の
措
置

第
１
節
安
全
管
理
を
講
ず
る
た
め
の
組
織

（
最
高
総
括
責
任
者
）

第
５
条
警
察
本
部
に
最
高
総
括
責
任
者
を
置
き
、
大
分
県
警
察
本
部
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

２
最
高
総
括
責
任
者
は
、
次
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
。

⑴
個
人
情
報
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

⑵
個
人
情
報
の
管
理
に
係
る
重
要
事
項
の
決
定
、
連
絡
、
調
整
等
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

場
合
に
会
議
を
設
け
、
定
期
又
は
随
時
に
開
催
す
る
こ
と
。

（
総
括
責
任
者
）

第
６
条
警
察
本
部
に
総
括
責
任
者
を
置
き
、
警
務
部
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

２
総
括
責
任
者
は
、
個
人
情
報
の
適
正
な
管
理
を
確
保
す
る
た
め
、
保
護
責
任
者
を
監
督
す
る
。

（
保
護
責
任
者
）

第
７
条
各
所
属
に
保
護
責
任
者
を
置
き
、
当
該
所
属
の
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

２
保
護
責
任
者
は
、
次
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
。

⑴
所
掌
す
る
事
務
で
取
り
扱
う
個
人
情
報
を
適
正
に
管
理
す
る
こ
と
。

⑵
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
職
員
（
派
遣
労
働
者
を
含
む
。
以
下
「
職
員
等
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
役

割
を
指
定
す
る
こ
と
。

⑶
前
号
の
職
員
等
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
範
囲
を
指
定
し
、
必
要
な
監
督
を
行
う
こ
と
。

⑷
個
人
情
報
を
情
報
シ
ス
テ
ム
で
取
り
扱
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
シ
ス
テ
ム
の
管
理
者
と
連
携

し
て
、
個
人
情
報
を
適
正
に
管
理
す
る
こ
と
。

⑸
自
ら
管
理
責
任
を
有
す
る
個
人
情
報
の
記
録
媒
体
、
処
理
経
路
、
保
管
方
法
等
に
つ
い
て
、
定
期
又

は
随
時
に
点
検
を
行
い
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
を
総
括
責
任
者
に
報
告
す
る
こ

と
。

⑹
次
に
掲
げ
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

ア
個
人
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
等
（
以
下
「
情
報
漏
え
い
等
」
と
い
う
。
）
の
事
案
の
発

生
又
は
そ
の
兆
候
を
把
握
し
た
場
合
の
職
員
等
か
ら
保
護
責
任
者
へ
の
報
告
、
連
絡
及
び
対
応
体
制

イ
個
人
情
報
を
複
数
の
所
属
で
取
り
扱
う
場
合
に
お
け
る
責
任
の
明
確
化
の
た
め
の
各
所
属
の
役
割

分
担

（
監
査
責
任
者
）

第
８
条
警
察
本
部
に
監
査
責
任
者
を
置
き
、
警
務
部
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

２
監
査
責
任
者
は
、
個
人
情
報
の
適
正
な
管
理
を
検
証
す
る
た
め
、
次
節
か
ら
第
５
節
ま
で
に
規
定
す
る

措
置
の
状
況
を
含
む
大
分
県
警
察
に
お
け
る
個
人
情
報
の
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
定
期
又
は
随
時
に
行
う

監
査
を
総
括
し
、
そ
の
結
果
を
最
高
総
括
責
任
者
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

３
前
項
の
監
査
の
実
施
に
係
る
事
項
は
、
監
査
責
任
者
が
別
に
定
め
る
。

第
２
節
個
人
情
報
の
取
扱
い

（
個
人
情
報
の
利
用
の
制
限
）

第
９
条
職
員
等
は
、
そ
の
担
当
す
る
事
務
に
お
け
る
利
用
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
個
人
情
報
を
利
用

し
て
は
な
ら
な
い
。

（
個
人
情
報
の
提
供
の
求
め
の
制
限
）

第
１０条

職
員
等
は
、
そ
の
担
当
す
る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
を
除
き
、
個
人
情
報
の
提
供

を
求
め
て
は
な
ら
な
い
。

（
個
人
情
報
の
収
集
等
の
制
限
等
）

第
１１条

職
員
等
は
、
そ
の
担
当
す
る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
を
除
き
、
個
人
情
報
を
収
集

し
、
保
管
し
、
又
は
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
職
員
等
は
、
個
人
情
報
を
収
集
し
、
保
管
し
、
又
は
提
供
す
る
場
合
は
、
適
法
か
つ
適
正
な
方
法
に
よ

り
収
集
し
、
保
管
し
、
又
は
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
作
成
の
制
限
）

第
１２条

職
員
等
は
、
そ
の
担
当
す
る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
を
除
き
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）
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ル
を
作
成
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
ア
ク
セ
ス
制
限
）

第
１３条

保
護
責
任
者
は
、
個
人
情
報
の
秘
匿
性
等
に
応
じ
て
、
当
該
個
人
情
報
に
ア
ク
セ
ス
を
す
る
権
限

（
以
下
「
ア
ク
セ
ス
権
限
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
職
員
等
の
権
限
の
内
容
を
、
必
要
最
小
限
の
範
囲
に

設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
職
員
等
は
、
自
己
に
付
与
さ
れ
た
ア
ク
セ
ス
権
限
を
超
え
て
個
人
情
報
に
ア
ク
セ
ス
を
し
て
は
な
ら
な

い
。
（
複
製
等
の
制
限
）

第
１４条

保
護
責
任
者
は
、
個
人
情
報
の
秘
匿
性
等
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
、
職
員
等
が

個
人
情
報
を
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
個
人
情
報
の
複
製

⑵
個
人
情
報
の
送
信

⑶
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
媒
体
の
外
部
へ
の
送
付
又
は
持
ち
出
し

⑷
そ
の
他
個
人
情
報
の
適
正
な
管
理
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為

（
入
力
情
報
の
照
合
等
）

第
１５条

個
人
情
報
を
取
り
扱
う
職
員
等
は
、
情
報
シ
ス
テ
ム
で
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
重
要
度
に
応
じ

て
、
入
力
原
票
と
入
力
内
容
と
の
照
合
、
処
理
前
後
の
当
該
個
人
情
報
の
内
容
の
確
認
等
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
誤
り
の
訂
正
）

第
１６条

個
人
情
報
を
取
り
扱
う
職
員
等
は
、
個
人
情
報
の
内
容
に
誤
り
等
を
発
見
し
た
場
合
に
は
、
保
護

責
任
者
の
指
示
に
従
い
、
直
ち
に
必
要
な
訂
正
（
追
加
及
び
削
除
を
含
む
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
（
媒
体
の
管
理
）

第
１７条

個
人
情
報
を
取
り
扱
う
職
員
等
は
、
保
護
責
任
者
の
指
示
に
従
い
、
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い

る
媒
体
を
定
め
ら
れ
た
場
所
に
保
管
す
る
と
と
も
に
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
媒
体
を
耐

火
金
庫
等
へ
保
管
し
、
施
錠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
棄
等
）

第
１８条

個
人
情
報
を
取
り
扱
う
職
員
等
は
、
個
人
情
報
又
は
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
媒
体
（
端
末

及
び
サ
ー
バ
に
内
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
が
不
要
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
保
護
責
任
者
の
指
示

に
従
い
、
当
該
個
人
情
報
の
復
元
又
は
判
読
を
不
可
能
と
す
る
方
法
に
よ
り
削
除
又
は
廃
棄
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
取
扱
状
況
の
記
録
）

第
１９条

保
護
責
任
者
は
、
個
人
情
報
の
秘
匿
性
等
に
応
じ
て
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
取
扱
状
況
を
確
認

す
る
手
段
を
整
備
し
、
当
該
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
個
人
情
報
の
利
用
及
び
保
管
等
の
状
況

に
つ
い
て
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

（
情
報
漏
え
い
等
の
事
案
へ
の
対
応
）

第
２０条

職
員
等
は
、
次
に
掲
げ
る
事
案
の
発
生
又
は
そ
の
お
そ
れ
を
認
識
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
当
該
事

案
に
係
る
保
護
責
任
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
情
報
漏
え
い
等
の
事
案

⑵
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
職
員
等
が
こ
の
訓
令
等
に
違
反
し
て
い
る
事
案

⑶
そ
の
他
の
個
人
情
報
の
安
全
確
保
上
で
問
題
と
な
る
事
案

２
前
項
に
規
定
す
る
報
告
を
受
け
た
保
護
責
任
者
は
、
被
害
の
拡
大
防
止
又
は
復
旧
等
の
た
め
に
必
要
な

措
置
を
直
ち
に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
外
部
か
ら
の
不
正
ア
ク
セ
ス
又
は
不

正
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
感
染
が
疑
わ
れ
る
と
き
は
、
当
該
端
末
等
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
の
切
断
等
の
被
害
拡

大
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
管
理
者
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

３
保
護
責
任
者
は
、
前
項
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
事
案
の
発
生
し
た
経
緯
、
被
害
状
況
等
を
調
査

し
、
速
や
か
に
総
括
責
任
者
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
に
重
大
と
認
め
る
事
案
が
発
生
し

た
場
合
に
は
、
直
ち
に
総
括
責
任
者
に
当
該
事
案
の
内
容
等
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
総
括
責
任
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
報
告
を
受
け
た
場
合
に
は
、
事
案
の
内
容
等
に
応
じ
て
、
当
該
事

案
の
内
容
、
経
緯
、
被
害
状
況
等
を
最
高
総
括
責
任
者
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

５
総
括
責
任
者
は
、
情
報
漏
え
い
等
の
事
案
が
発
生
し
た
と
判
断
し
た
場
合
は
、
事
案
の
内
容
等
に
応
じ

て
、
そ
の
事
実
を
本
人
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

６
最
高
総
括
責
任
者
、
総
括
責
任
者
及
び
保
護
責
任
者
は
、
情
報
漏
え
い
等
の
事
案
が
発
生
し
た
原
因
を

分
析
し
、
事
案
の
内
容
等
に
応
じ
て
、
再
発
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
安
全
管
理
措
置
の
見
直
し
）

第
２１条

最
高
総
括
責
任
者
、
総
括
責
任
者
及
び
保
護
責
任
者
は
、
監
査
又
は
点
検
の
結
果
等
を
踏
ま
え
、

実
効
性
等
の
観
点
か
ら
個
人
情
報
の
適
正
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
評
価
し
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
そ
の
見
直
し
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
３
節
教
育
・
研
修

第
２２条

職
員
等
は
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
意
識
の

高
揚
を
図
る
た
め
の
啓
発
そ
の
他
必
要
な
教
育
研
修
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

２
総
括
責
任
者
は
、
個
人
情
報
の
適
正
な
管
理
の
た
め
の
教
育
研
修
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

３
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
情
報
シ
ス
テ
ム
の
管
理
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
は
、
個
人
情
報
の
適

正
な
管
理
の
た
め
に
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
管
理
、
運
用
及
び
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
に
関
し
て
必
要
な
教
育
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研
修
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

４
保
護
責
任
者
及
び
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
職
員
等
は
、
現
場
に
お
け
る
個
人
情
報
の
適
正
な
管
理
の
た

め
の
教
育
研
修
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

第
４
節
物
理
的
安
全
管
理
措
置
及
び
技
術
的
安
全
管
理
措
置

第
２３条

個
人
情
報
を
取
り
扱
う
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
物
理
的
安
全
管
理
措
置
及
び
技
術
的
安
全
管
理
措

置
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
警
察
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
規
程
（
平
成
１６年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
２０

号
）
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
５
節
業
務
の
委
託
等
に
伴
う
措
置

（
業
務
の
委
託
に
伴
う
措
置
）

第
２４条

保
護
責
任
者
は
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
伴
う
業
務
を
外
部
に
委
託
す
る
場
合
に
は
、
個
人
情
報

を
適
正
に
管
理
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者
を
選
定
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
保
護
責
任
者
は
、
契
約
書
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
記
す
る
と

と
も
に
、
委
託
先
に
お
け
る
責
任
者
、
業
務
従
事
者
の
管
理
、
実
施
体
制
、
個
人
情
報
の
管
理
の
状
況
に

つ
い
て
の
検
査
に
関
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
、
書
面
で
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
秘
密
保
持
義
務

⑵
事
業
所
内
か
ら
の
個
人
情
報
の
持
ち
出
し
の
禁
止

⑶
個
人
情
報
の
目
的
外
利
用
の
禁
止

⑷
再
委
託
の
制
限

⑸
情
報
漏
え
い
等
の
事
案
が
発
生
し
た
場
合
の
委
託
先
の
責
任

⑹
委
託
契
約
終
了
後
の
個
人
情
報
の
返
却
又
は
廃
棄

⑺
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
従
業
者
の
明
確
化

⑻
従
業
者
に
対
す
る
監
督
・
教
育

⑼
契
約
内
容
の
遵
守
状
況
に
つ
い
て
の
報
告

⑽
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
の
実
地
調
査

３
保
護
責
任
者
は
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
伴
う
業
務
を
外
部
に
委
託
す
る
場
合
に
は
、
委
託
す
る
個
人

情
報
の
秘
匿
性
等
に
応
じ
て
、
委
託
先
に
お
け
る
個
人
情
報
の
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
、
年
１
回
以
上
の

定
期
的
検
査
等
に
よ
り
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
労
働
者
派
遣
契
約
に
お
け
る
特
記
事
項
）

第
２５条

保
護
責
任
者
は
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
業
務
を
派
遣
労
働
者
に
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、
労

働
者
派
遣
契
約
書
に
秘
密
保
持
義
務
等
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
を
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
３
章
特
定
個
人
情
報
等
の
管
理
に
関
す
る
特
例

（
個
人
番
号
を
取
り
扱
う
事
務
及
び
特
定
個
人
情
報
等
の
範
囲
）

第
２６条

保
護
責
任
者
は
、
番
号
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
個
人
番
号
を
利
用
す
る
事
務
及
び
そ

の
事
務
に
よ
っ
て
取
り
扱
う
特
定
個
人
情
報
等
の
範
囲
を
示
す
一
覧
表
を
作
成
し
、
一
般
の
閲
覧
に
供
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
組
織
体
制
の
特
例
）

第
２７条

事
務
取
扱
担
当
者
（
特
定
個
人
情
報
等
を
取
り
扱
う
事
務
を
行
う
職
員
等
と
し
て
保
護
責
任
者
が

指
名
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
保
護
責
任
者
が
指
定
し
た
事
務
に
関
し
、
特
定
個
人
情
報

等
を
適
正
に
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
個
人
情
報
等
の
利
用
の
制
限
）

第
２８条

職
員
等
は
、
保
護
責
任
者
が
当
該
職
員
等
を
事
務
取
扱
担
当
者
と
し
て
指
定
し
た
利
用
目
的
以
外

の
目
的
の
た
め
に
特
定
個
人
情
報
等
を
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
特
定
個
人
情
報
等
の
提
供
の
求
め
の
制
限
）

第
２９条

職
員
等
は
、
保
護
責
任
者
が
当
該
職
員
等
を
事
務
取
扱
担
当
者
と
し
て
指
定
し
た
個
人
番
号
関
係

事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
並
び
に
番
号
法
第
１９条

第
１２号

及
び
第
１３号

に
規
定
す
る
場
合
を

除
き
、
特
定
個
人
情
報
等
の
提
供
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
。

（
特
定
個
人
情
報
等
の
収
集
等
の
制
限
）

第
３０条

職
員
等
は
、
保
護
責
任
者
が
当
該
職
員
等
を
事
務
取
扱
担
当
者
と
し
て
指
定
し
た
個
人
番
号
関
係

事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
並
び
に
番
号
法
第
１９条

第
１２号

及
び
第
１３号

に
規
定
す
る
場
合
を

除
き
、
特
定
個
人
情
報
等
を
収
集
し
、
保
管
し
、
又
は
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
作
成
の
制
限
）

第
３１条

職
員
等
は
、
保
護
責
任
者
が
当
該
職
員
等
を
事
務
取
扱
担
当
者
と
し
て
指
定
し
た
個
人
番
号
関
係

事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
を
除
き
、
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
取
扱
状
況
の
記
録
）

第
３２条

保
護
責
任
者
は
、
特
定
個
人
情
報
等
の
秘
匿
性
等
に
応
じ
て
、
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
取
扱

状
況
を
確
認
す
る
手
段
を
整
備
し
、
当
該
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
特
定
個
人
情
報
等
の

利
用
及
び
保
管
等
の
状
況
に
つ
い
て
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
個
人
情
報
等
の
情
報
漏
え
い
等
の
事
案
へ
の
対
応
）

第
３３条

最
高
総
括
責
任
者
は
、
特
定
個
人
情
報
等
の
情
報
漏
え
い
等
の
事
案
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
個

人
情
報
保
護
委
員
会
に
対
し
て
速
や
か
に
必
要
な
報
告
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
事
務
取
扱
担
当
者
に
対
す
る
研
修
）

第
３４条

保
護
責
任
者
は
、
事
務
取
扱
担
当
者
に
対
し
、
個
人
番
号
関
係
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
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読
み
替
え
ら
れ
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
７
条
第
２
項
第
２
号

個
人
情
報
を
取
り
扱
う
職
員

（
派
遣
労
働
者
を
含
む
。
以

下
「
職
員
等
」
と
い
う
。
）

事
務
取
扱
担
当
者

第
７
条
第
２
項
第
３
号

前
号
の
職
員
等

事
務
取
扱
担
当
者

第
８
条
第
２
項

第
５
節

次
章

第
１５条

か
ら
第
１８条

ま
で
、

第
２０条

第
１
項
第
２
号
及
び

第
２２条

第
４
項

個
人
情
報
を
取
り
扱
う
職
員

等
事
務
取
扱
担
当
者

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

教
育
研
修
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
取
扱
区
域
）

第
３５条

保
護
責
任
者
は
、
特
定
個
人
情
報
等
を
取
り
扱
う
事
務
を
実
施
す
る
区
域
を
明
確
に
し
、
部
外
者

の
立
入
り
の
制
限
そ
の
他
の
特
定
個
人
情
報
等
の
安
全
な
管
理
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
管
理
区
域
）

第
３６条

保
護
責
任
者
は
、
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
取
り
扱
う
情
報
シ
ス
テ
ム
を
管
理
す
る
区
域
を
明

確
に
し
、
入
退
室
の
管
理
及
び
当
該
区
域
へ
持
ち
込
む
機
器
等
の
制
限
そ
の
他
の
個
人
情
報
の
安
全
な
管

理
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
個
人
情
報
等
が
記
録
さ
れ
た
電
子
媒
体
等
の
取
扱
い
に
お
け
る
漏
え
い
等
の
防
止
）

第
３７条

事
務
取
扱
担
当
者
は
、
特
定
個
人
情
報
等
が
記
録
さ
れ
た
電
子
媒
体
又
は
書
類
等
を
持
ち
出
す
必

要
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
容
易
に
個
人
番
号
が
判
明
し
な
い
た
め
の
措
置
の
実
施
、
追
跡
可
能
な
移
送
手

段
の
利
用
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
の
委
託
）

第
３８条

保
護
責
任
者
は
、
個
人
番
号
関
係
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
委
託
す
る
場
合
に
は
、
委
託
先
に
お

い
て
、
番
号
法
及
び
こ
の
訓
令
に
基
づ
く
大
分
県
警
察
に
お
け
る
安
全
管
理
措
置
と
同
等
の
措
置
が
講
じ

ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
保
護
責
任
者
は
、
個
人
番
号
関
係
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
委
託
し
た
場
合
に
は
、
委
託
を
受
け
た
者

に
お
い
て
、
大
分
県
警
察
に
お
け
る
安
全
管
理
措
置
と
同
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
必
要
か
つ
適
切

な
監
督
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
３９条

保
護
責
任
者
は
、
個
人
番
号
関
係
事
務
の
全
部
又
は
一
部
の
委
託
を
受
け
た
者
が
再
委
託
を
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
は
、
委
託
を
す
る
個
人
番
号
関
係
事
務
に
お
い
て
取
り
扱
う
特
定
個
人
情
報
等
の
適
正

な
安
全
管
理
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
再
委
託
の
諾
否
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
保
護
責
任
者
は
、
個
人
番
号
関
係
事
務
の
一
部
が
再
委
託
さ
れ
た
場
合
に
は
、
委
託
先
に
前
条
第
２
項

の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
前
２
項
の
規
定
は
、
個
人
番
号
関
係
事
務
の
一
部
に
つ
い
て
再
委
託
先
が
再
々
委
託
を
行
う
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

第
４０条

保
護
責
任
者
は
、
特
定
個
人
情
報
等
の
取
扱
い
を
伴
う
業
務
の
委
託
を
受
け
た
者
が
再
委
託
を
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
再
委
託
先
が
特
定
個
人
情
報
等
を
適
正
に
管
理
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
確

認
し
た
上
で
再
委
託
の
諾
否
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
保
護
責
任
者
は
、
特
定
個
人
情
報
等
の
取
扱
い
を
伴
う
業
務
の
一
部
が
再
委
託
さ
れ
た
場
合
に
は
、
委

託
先
に
第
２４条

第
２
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
さ
せ
る
と
と
も
に
、
再
委
託
さ
れ
る
業
務
に
係
る
特
定

個
人
情
報
等
の
秘
匿
性
等
に
応
じ
て
、
委
託
を
受
け
た
者
を
通
じ
て
又
は
自
ら
が
同
条
第
３
項
の
措
置
を

実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
前
２
項
の
規
定
は
、
特
定
個
人
情
報
等
の
取
扱
い
を
伴
う
業
務
に
つ
い
て
再
委
託
先
が
再
々
委
託
を
行

う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
読
替
）

第
４１条

第
２６条

か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
個
人
情
報
等
の
管
理
に
関
し
て
は
、
次

の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
４
章
補
則

第
４２条

こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
情
報
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
括
責
任
者
が

別
に
定
め
る
。

附
則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
訓
令
は
、
平
成
２９年

３
月
３１日

か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
第
２４条

の
規
定
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行
後
に
締
結
す
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
伴
う
業
務
の
委
託
に
つ

い
て
適
用
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
５
号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署
大
分
県
警
察
に
お
け
る
遺
失
物
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
訓
令
（
平
成
１９年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
３４

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

七



第１号様式（第４条関係）
遺 失 ・ 拾 得 取 扱 簿

提継引者届願理受理受等番交
印領受者扱取果結理処等量数・品金分区印検

日月出名氏所住日月号番号番

遺失
拾得

遺失
拾得

遺失
拾得

遺失
拾得

遺失
拾得

遺失
拾得

遺失
拾得

遺失
拾得

遺失
拾得

遺失
拾得

遺失
拾得

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
２９年

３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
松
坂
規
生

第
４
条
第
１
項
中
「
警
察
署
」
の
次
に
「
（
第
２
条
第
３
号
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
当
該
施
設
の

所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
９
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
照
会
し
な
け

れ
ば
」
を
「
照
会
し
、
当
該
提
出
物
件
の
取
扱
状
況
を
遺
失
・
拾
得
取
扱
簿
（
第
１
号
様
式
）
に
記
載
し
な

け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
４
項
中
「
規
則
別
記
様
式
第
１
号
）
」
の
次
に
「
及
び
遺
失
・
拾
得
取
扱
簿
」

を
加
え
る
。

第
９
条
第
３
項
中
「
規
則
別
記
様
式
第
５
号
）
」
の
次
に
「
及
び
遺
失
・
拾
得
取
扱
簿
」
を
加
え
る
。

第
１０条

中
「
警
察
本
部
地
域
課
通
信
指
令
室
」
を
「
生
活
安
全
部
地
域
課
通
信
指
令
室
」
に
改
め
る
。

第
１１条

第
１
項
中
「
規
則
別
記
様
式
第
６
号
」
を
「
第
２
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
第
６
条

前
段
」
を
「
第
６
条
第
１
項
」
に
改
め
、
同
条
第
３
項
中
「
第
６
条
前
段
」
を
「
第
６
条
第
１
項
」
に
、

「
規
則
別
記
様
式
第
１５号

」
を
「
規
則
別
記
様
式
第
１３号

」
に
改
め
る
。

第
１２条

第
２
項
及
び
第
３
項
中
「
第
６
条
後
段
」
を
「
第
６
条
第
２
項
」
に
改
め
る
。

第
１３条

第
２
項
及
び
第
３
項
中
「
第
７
条
前
段
」
を
「
第
７
条
第
１
項
」
に
改
め
る
。

第
１４条

第
２
項
及
び
第
３
項
中
「
第
７
条
後
段
」
を
「
第
７
条
第
２
項
」
に
改
め
る
。

第
１５条

第
１
項
中
「
第
１
号
様
式
」
を
「
第
３
号
様
式
」
に
、
「
き
損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
る
。

第
１６条

第
２
項
中
「
第
２
号
様
式
」
を
「
第
４
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
１８条

の
２
第
１
項
中
「
第
３
号
様
式
」
を
「
第
５
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
１９条

第
１
項
中
「
第
４
号
様
式
」
を
「
第
６
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
第
５
号
様
式
」
を

「
第
７
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
３
項
中
「
第
６
号
様
式
」
を
「
第
８
号
様
式
」
に
、
「
第
７
号
様
式
」

を
「
第
９
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
２０条

第
１
項
中
「
規
則
別
記
様
式
第
１２号

」
を
「
規
則
別
記
様
式
第
１０号

」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
第

２
号
中
「
の
規
定
に
よ
る
送
付
依
頼
」
を
「
の
申
出
」
に
改
め
る
。

第
２１条

第
１
項
中
「
第
８
号
様
式
」
を
「
第
１０号

様
式
」
に
改
め
る
。

第
２２条

中
「
第
９
号
様
式
」
を
「
第
１１号

様
式
」
に
改
め
る
。

第
２３条

第
３
項
中
「
第
１０号

様
式
」
を
「
第
１２号

様
式
」
に
改
め
る
。

第
２５条

中
「
第
１１号

様
式
」
を
「
第
１３号

様
式
」
に
改
め
る
。

第
１１号

様
式
を
第
１３号

様
式
と
し
、
第
２
号
様
式
か
ら
第
１０号

様
式
ま
で
を
２
様
式
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

１
号
様
式
を
第
３
号
様
式
と
し
、
第
３
号
様
式
の
前
に
次
の
２
様
式
を
加
え
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

八



第２号様式（第11条関係）
遺 失 届 一 覧 簿

考備所場失遺時日失遺徴特び及類種の件物日理受号番理受

月 日 時 分
月 日

月 日 時 分

月 日 時 分
月 日

月 日 時 分

月 日 時 分
月 日

月 日 時 分

月 日 時 分
月 日

月 日 時 分

月 日 時 分
月 日

月 日 時 分

月 日 時 分
月 日

月 日 時 分

月 日 時 分
月 日

月 日 時 分

月 日 時 分
月 日

月 日 時 分

月 日 時 分
月 日

月 日 時 分

月 日 時 分
月 日

月 日 時 分

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

附
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
２９年

４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
６
号

警
察
本
部

警
察
学
校

大
分
県
警
察
総
合
企
画
運
営
委
員
会
の
設
置
に
関
す
る
訓
令
（
平
成
５
年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
２９年

３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
松
坂
規
生

第
２
条
第
３
項
中
「
会
計
課
長
」
を
「
警
務
部
会
計
課
長
」
に
、
「
警
務
課
長
」
を
「
警
務
部
警
務
課

長
」
に
、
「
情
報
通
信
部
長
」
を
「
大
分
県
情
報
通
信
部
長
」
に
改
め
る
。

第
４
条
第
２
項
中
「
参
事
及
び
管
理
官
」
を
「
警
務
部
参
事
監
、
警
務
部
会
計
監
査
管
理
官
及
び
各
部
の

管
理
官
（
警
察
署
長
を
兼
務
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
」
に
、
「
会
計
課
長
」
を
「
警
務
部
会
計
課
長
」

に
、
「
警
務
課
長
」
を
「
警
務
部
警
務
課
長
」
に
改
め
る
。

第
６
条
中
「
警
務
課
長
」
を
「
警
務
部
警
務
課
長
」
に
改
め
る
。

第
７
条
第
２
項
中
「
警
務
課
組
織
管
理
監
」
を
「
警
務
部
警
務
課
組
織
管
理
監
」
に
、
「
企
画
担
当
補

佐
」
を
「
警
務
部
警
務
課
課
長
補
佐
（
企
画
担
当
）
」
に
改
め
る
。

第
９
条
中
「
警
務
課
」
を
「
警
務
部
警
務
課
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
２９年

４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
７
号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
（
平
成
７
年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第

１６号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
２９年

３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
松
坂
規
生

第
７
条
第
１
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

条
例
第
１０条

第
１
項
第
２
号
の
表
の
備
考
２
の
任
命
権
者
が
定
め
る
者
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
２２年

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

九



法
律
第
１６４号

）
第
６
条
の
４
第
１
号
に
規
定
す
る
養
育
里
親
で
あ
る
職
員
（
児
童
の
親
そ
の
他
の
同
法

第
２７条

第
４
項
に
規
定
す
る
者
の
意
に
反
す
る
た
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
６
条
の
４
第
２
号

に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
と
し
て
当
該
児
童
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
に
限
る
。
）
に
同
法

第
２７条

第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
て
い
る
当
該
児
童
と
す
る
。

第
９
条
第
１
項
中
「
で
あ
っ
て
職
員
と
同
居
し
て
い
る
も
の
」
を
「
（
第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
に
掲
げ

る
者
に
あ
っ
て
は
、
職
員
と
同
居
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
４
項
中
「
の
範
囲
内
」

を
「
（
当
該
介
護
休
暇
と
条
例
第
１３条

の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い

う
。
）
を
異
に
す
る
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
日
に
つ
い
て
は
、
当
該
４
時
間

か
ら
当
該
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
時
間
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
６
項
と
し
、
同
条
中
第
３
項
を
第
５
項
と
し
、
第
２
項
の
次
に
次
の
２
項
を
加
え

る
。
３
条
例
第
１３条

の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
期
間
（
以
下
「
指
定
期
間
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す

る
こ
と
を
希
望
す
る
期
間
は
、
１
回
に
つ
き
２
週
間
を
下
回
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

４
指
定
期
間
の
通
算
は
、
暦
に
従
っ
て
計
算
し
、
１
月
に
満
た
な
い
期
間
は
、
３０日

を
も
っ
て
１
月
と
す

る
。
第
９
条
の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る
。

（
介
護
時
間
）

第
９
条
の
２
条
例
第
１３条

の
３
第
１
項
の
任
命
権
者
が
定
め
る
期
間
は
、
連
続
す
る
３
年
の
期
間
（
当
該

要
介
護
者
に
係
る
指
定
期
間
と
重
複
す
る
期
間
が
あ
る
場
合
に
は
当
該
期
間
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２
条
例
第
１３条

の
３
第
２
項
の
任
命
権
者
が
定
め
る
時
間
は
、
１
日
を
通
じ
、
始
業
の
時
刻
か
ら
連
続

し
、
又
は
終
業
の
時
刻
ま
で
連
続
し
た
２
時
間
（
育
児
休
業
法
第
１９条

第
１
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
又

は
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
４
年
大
分
県
条
例
第
４
号
。
以
下
「
育
児
休
業
条
例
」
と

い
う
。
）
第
２５条

第
２
項
に
規
定
す
る
育
児
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
日
に
つ
い

て
は
、
当
該
２
時
間
か
ら
当
該
部
分
休
業
又
は
当
該
育
児
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減

じ
た
時
間
）
と
す
る
。

３
介
護
時
間
の
単
位
は
、
３０分

と
す
る
。

第
１５条

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
介
護
休
暇
の
申
出
）

第
１５条

職
員
は
、
条
例
第
１３条

の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
介
護
休
暇
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
要
介

護
者
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状
態
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
て
、
介
護
休
暇
指
定
期
間
指
定
願
（
第
６
号

様
式
）
及
び
要
介
護
者
の
状
態
等
申
出
書
（
第
６
号
様
式
の
２
）
に
よ
り
指
定
期
間
の
指
定
を
希
望
す
る

期
間
に
つ
い
て
、
そ
の
初
日
及
び
末
日
と
す
る
日
を
明
ら
か
に
し
て
、
所
属
長
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
所
属
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
指
定
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
申
出
に
よ
る

期
間
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
期
間
（
第
５
項
に
お
い
て
「
申
出
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
指
定
期
間
を

指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３
職
員
は
、
第
１
項
に
規
定
す
る
申
出
に
基
づ
き
前
項
若
し
く
は
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指

定
期
間
を
延
長
し
て
指
定
す
る
こ
と
又
は
当
該
指
定
期
間
若
し
く
は
こ
の
項
の
申
出
（
短
縮
の
指
定
の
申

出
に
限
る
。
）
に
基
づ
き
次
項
若
し
く
は
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
を
短
縮
し
て
指

定
す
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
め
て
指
定
期
間
と
し
て
指
定
す

る
こ
と
を
希
望
す
る
期
間
の
末
日
を
介
護
休
暇
指
定
期
間
指
定
願
に
記
入
し
て
、
所
属
長
に
対
し
申
し
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
所
属
長
は
、
職
員
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
延
長
又
は
短
縮
の
指
定
の
申
出
が
あ
っ
た
場

合
に
は
、
第
２
項
、
こ
の
項
又
は
次
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
の
初
日
か
ら
当
該
申
出
に

係
る
末
日
ま
で
の
期
間
の
指
定
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

５
第
２
項
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
属
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
申
出
の
期
間
又
は
第
１
項
の
申

出
に
基
づ
き
第
２
項
若
し
く
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
第
３

項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
延
長
の
指
定
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
の
当
該
申
出
に
係
る
末
日
ま
で
の
期

間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
延
長
申
出
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
全
期
間
に
わ
た
り
公
務
の
運
営
に
支

障
が
あ
る
た
め
介
護
休
暇
を
承
認
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
期
間
を
指
定
期
間
と

し
て
指
定
し
な
い
も
の
と
し
、
申
出
の
期
間
又
は
延
長
申
出
の
期
間
中
の
一
部
の
日
が
公
務
の
運
営
に
支

障
が
あ
る
た
め
介
護
休
暇
を
承
認
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
日
で
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
期
間
か
ら

当
該
日
を
除
い
た
期
間
に
つ
い
て
指
定
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

第
１５条

の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る
。

（
介
護
時
間
の
承
認
願
い
）

第
１５条

の
２
職
員
は
、
条
例
第
１３条

の
３
に
規
定
す
る
介
護
時
間
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
介
護
時

間
承
認
願
（
第
６
号
様
式
の
３
）
、
要
介
護
者
の
状
態
等
申
出
書
及
び
要
介
護
者
の
介
護
を
必
要
と
す
る

状
態
を
証
明
す
る
書
類
を
所
属
長
に
提
出
し
て
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
２２条

の
２
第
２
号
中
「
（
条
例
第
１５条

の
３
第
４
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
」
を
削
る
。

第
２６条

第
１
号
中
「
同
じ
」
を
「
「
深
夜
」
と
い
う
」
に
改
め
、
同
条
第
２
号
中
「
子
」
の
次
に
「
（
条

例
第
１０条

第
１
項
第
２
号
の
表
の
備
考
２
に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
２８条

第
２
号
中
「
取
消
」
を
「
取
消
し
」
に
改
め
、
同
条
中
第
４
号
を
第
７
号
と
し
、
第
３
号
を
第
６

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
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外
（
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第
６
号
様
式
（
第
15条

関
係
）介
護
休
暇
指
定
期
間
指
定
願

年
月

日
（
所
属
長
）

殿

所
属

職
名

印
名

氏

家
族
の
介
護
が
必
要
な
た
め
、
下
記
の
と
お
り
介
護
休
暇
の
指
定
期
間
を
指
定
さ
れ
る
よ
う

関
係
書
類
を
添
え
て
お
願
い
し
ま
す
。

日
月

年
日

月
年

生
名

氏
（

歳
）

住
所

居
別

□
・

居
同

□
柄

続
の

と
員

職
　

氏
名

年
齢
続
柄

同
・
別
居

職
業

居
別

□
居

同
□

家
介 要

居
別

□
居

同
□

族
護

居
別

□
居

同
□

構
者

居
別

□
居

同
□

成

要介
状

態
護者の

具
体
的
な

状
介
護
の

況
内

容
職
員
自
ら
介
護
を

行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
理
由

第
１
回

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で
（
期
間

月
日
）

延
長
・
短
縮
後

年
月

日
ま
で
(期
間

月
日
）

延
長
・
短
縮
後

年
月

日
ま
で
(期
間

月
日
）

休
暇
を
希
望
す
る
第
２
回

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で
(期
間

月
日
）

期
間
(指
定
期
間
）
第
３
回

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で
(期
間

月
日
）

延
長
・
短
縮
後

年
月

日
ま
で
(期
間

月
日
）

備
考

（
注
）
要
介
護
者
の
状
態
等
申
出
書
（
第
６
号
様
式
の
２
）
及
び
要
介
護
状
態
を
証
明
す
る
書
類

（
負
傷
、
疾
病
等
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
医
師
の
診
断
書
、
老
齢
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て

は
保
健
師
等
公
的
な
資
格
を
有
す
る
者
の
証
明
書
）
を
添
付
す
る
こ
と
。

※
所
属
長
記
入
欄

（
所
属
長
）

受
付
年
月
日

年
月

日
決
裁
年
月
日

年
月

日
決
裁
欄

□
承

認
□
不
承
認

号
と
し
、
第
２
号
の
次
に
次
の
３
号
を
加
え
る
。

⑶
当
該
請
求
に
係
る
子
と
の
親
族
関
係
が
特
別
養
子
縁
組
に
よ
り
終
了
し
た
場
合

⑷
当
該
請
求
に
係
る
子
に
つ
い
て
の
民
法
（
明
治
２９年

法
律
第
８９号

）
第
８１７条

の
２
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
終
了
し
た
場
合
（
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
の
審
判
が
確
定
し
た

場
合
を
除
く
。
）

⑸
当
該
請
求
に
係
る
子
と
の
養
子
縁
組
が
成
立
し
な
い
ま
ま
児
童
福
祉
法
第
２７条

第
１
項
第
３
号
の
規

定
に
よ
る
措
置
が
解
除
さ
れ
た
場
合

第
２９条

中
「
及
び
第
４
号
」
を
「
か
ら
第
７
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
３２条

第
２
号
中
「
取
消
」
を
「
取
消
し
」
に
改
め
、
同
条
中
第
３
号
を
第
６
号
と
し
、
第
２
号
の
次
に

次
の
３
号
を
加
え
る
。

⑶
当
該
請
求
に
係
る
子
と
の
親
族
関
係
が
特
別
養
子
縁
組
に
よ
り
終
了
し
た
場
合

⑷
当
該
請
求
に
係
る
子
に
つ
い
て
の
民
法
第
８１７条

の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
家
事
審

判
事
件
が
終
了
し
た
場
合
（
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
の
審
判
が
確
定
し
た
場
合
を
除
く
。
）

⑸
当
該
請
求
に
係
る
子
と
の
養
子
縁
組
が
成
立
し
な
い
ま
ま
児
童
福
祉
法
第
２７条

第
１
項
第
３
号
の
規

定
に
よ
る
措
置
が
解
除
さ
れ
た
場
合

第
３３条

中
「
前
条
第
１
項
第
３
号
」
の
次
に
「
か
ら
第
６
号
ま
で
」
を
加
え
、
「
同
条
第
３
項
」
を
「
同

条
第
２
項
又
は
第
３
項
」
に
改
め
る
。

第
３４条

第
１
項
第
２
号
中
「
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
４
年
大
分
県
条
例
第
４
号
）
」

を
「
育
児
休
業
条
例
」
に
、
「
同
条
例
」
を
「
育
児
休
業
条
例
」
に
改
め
る
。

第
６
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平
成
二
十
九
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三
月
三
十
一
日
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分
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報
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（
警
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第
６
号
様
式
の
次
に
次
の
２
様
式
を
加
え
る
。

第
６
号
様
式
の
２
（
第
15条

、
第
15条

の
２
関
係
）
（
表
）

要
介
護
者
の
状
態
等
申
出
書

年
月

日
（
所
属
長
）

殿
所

属
氏

名
印

日
月

年
日

月
年

生
名

氏
要介

職
員
と
の
続
柄

護
職
員
と
の
同
居
又
は
別
居
の
別

□
同

居
□
別

居
者

介
護
が
必
要
と
な
っ
た
時
期

　
年

月
日
（
注
１
）

上
記
の
要
介
護
者
の
状
態
と
し
て
、
下
記
の
(1)又

は
(2)に

該
当
す
る
こ
と
を
申
し
出
ま
す
。
（
注
２
）

記
□
(1)

介
護
保
険
制
度
の
要
介
護
状
態
区
分
に
お
い
て
要
介
護
２
以
上
で
あ
る
こ
と
。
【
要
介
護
：

】
□
(2)

下
表
の
①
～
⑫
の
状
態
の
う
ち
、
２
が
２
つ
以
上
又
は
３
が
１
つ
以
上
該
当
し
、
か
つ
、
そ
の
状
態

が
継
続
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

３
２

１
態

状
）

４
注

（
）

３
注

（
目

項①
座
位
保
持
（
10分

間
一
人
で
座
□
自
分
で
可

□
支
え
て
も
ら
え
れ
ば
で
き
る
□
で
き
な
い

っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
る
。）

（
注
５
）

②
歩
行
（
立
ち
止
ま
ら
ず
、
座
り
□
つ
か
ま
ら
□
何
か
に
つ
か
ま
れ
ば
で
き
る

□
で
き
な
い

込
ま
ず
に
５
ｍ
程
度
歩
く
こ
と

な
い
で
で

が
で
き
る
。）

き
る

③
移
乗
（
ベ
ッ
ド
と
車
い
す
、
車
□
自
分
で
可

□
一
部
介
助
、
見
守
り
等
が
必
要
□
全
面
的
介
助
が
必
要

い
す
と
便
座
の
間
を
移
る
な
ど

の
乗
り
移
り
の
動
作
）

④
水
分
・
食
事
摂
取

□
自
分
で
可

□
一
部
介
助
、
見
守
り
等
が
必
要
□
全
面
的
介
助
が
必
要

（
注
６
）

要
必

が
助

介
的

面
全

□
要

必
が

等
り

守
見

、
助

介
部

一
□

可
で

分
自

□
泄

排
⑤⑥
衣
類
の
着
脱

□
自
分
で
可

□
一
部
介
助
、
見
守
り
等
が
必
要
□
全
面
的
介
助
が
必
要

⑦
意
思
の
伝
達

□
で
き
る

□
と
き
ど
き
で
き
な
い

□
で
き
な
い

⑧
外
出
す
る
と
戻
れ
な
い
。

□
な
い

□
と
き
ど
き
あ
る

□
ほ
と
ん
ど
毎
回
あ
る

⑨
物
を
壊
し
た
り
衣
類
を
破
く
こ
□
な
い

□
と
き
ど
き
あ
る

□
ほ
と
ん
ど
毎
日
あ
る

）
７

注
（

。
る

あ
が

と
⑩
周
囲
の
者
が
何
ら
か
の
対
応
を
□
な
い

□
と
き
ど
き
あ
る

□
ほ
と
ん
ど
毎
日
あ
る

と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど

の
物
忘
れ
が
あ
る
。

⑪
薬
の
内
服

□
自
分
で
可

□
一
部
介
助
、
見
守
り
等
が
必
要
□
全
面
的
介
助
が
必
要

⑫
日
常
の
意
思
決
定
（
注
８
）

□
で
き
る

□
本
人
に
関
す
る
重
要
な
意
思
決
□
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い

定
は
で
き
な
い
（
注
９
）

※
該
当
す
る
□
に

印
を
記
入
す
る
こ
と
。

（
裏
）

（
注
１
）「
介
護
が
必
要
と
な
っ
た
時
期
」
が
、
そ
の
時
期
か
ら
相
当
期
間
を
経
過
し
た
こ
と
等
に
よ
り
特
定
で

き
な
い
場
合
に
は
、
日
又
は
月
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
注
２
）
(1)に

該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
要
介
護
状
態
区
分
を
証
明
す
る
書
類
（
認
定
結
果
通
知
書
、
介
護

保
険
被
保
険
者
証
の
写
し
等
）
を
、
(2)に

該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
医
師
の
診
断
書
又
は
保
健
師
等

公
的
な
資
格
を
有
す
る
者
の
証
明
書
等
を
添
付
す
る
こ
と
。

（
注
３
）
１
の
状
態
の
う
ち
、「
自
分
で
可
」
に
は
、
福
祉
用
具
を
使
っ
た
り
、
自
分
の
手
で
支
え
て
自
分
で
で

き
る
場
合
を
含
む
。

（
注
４
）
２
の
状
態
の
う
ち
、「
見
守
り
等
」
と
は
、
常
時
の
付
添
い
の
必
要
が
あ
る
「
見
守
り
」
又
は
認
知
症

高
齢
者
等
の
場
合
に
必
要
な
行
為
の
「
確
認
」、「

指
示
」、「

声
か
け
」
等
の
こ
と
を
い
う
。

（
注
５
）「
①
座
位
保
持
」
の
「
支
え
て
も
ら
え
れ
ば
で
き
る
」
に
は
背
も
た
れ
が
あ
れ
ば
一
人
で
座
っ
て
い
る

こ
と
が
で
き
る
場
合
を
含
む
。

（
注
６
）「
④
水
分
・
食
事
摂
取
」
の
「
見
守
り
等
」
に
は
動
作
を
見
守
る
こ
と
及
び
摂
取
す
る
量
の
過
少
・
過

多
の
判
断
を
支
援
す
る
声
か
け
を
含
む
。

（
注
７
）
⑨
３
の
状
態
（
物
を
壊
し
た
り
衣
類
を
破
く
こ
と
が
「
ほ
と
ん
ど
毎
日
あ
る
」）
に
は
「
自
分
又
は

他
人
を
傷
つ
け
る
こ
と
が
時
々
あ
る
」
状
態
を
含
む
。

（
注
８
）「
⑫
日
常
の
意
思
決
定
｣と
は
毎
日
の
暮
ら
し
に
お
け
る
活
動
に
関
し
て
意
思
決
定
が
で
き
る
能
力
を

い
う
。

（
注
９
）
慣
れ
親
し
ん
だ
日
常
生
活
に
関
す
る
事
項
（
見
た
い
テ
レ
ビ
番
組
、
そ
の
日
の
献
立
等
）
に
関
す
る

意
思
決
定
は
で
き
る
が
、
本
人
に
関
す
る
重
要
な
決
定
へ
の
合
意
等
（
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成
へ
の
参
加
、

治
療
方
針
へ
の
合
意
等
）
に
は
、
指
示
又
は
支
援
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
い
う
。
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第
６
号
様
式
の
３
（
第
15条

の
２
関
係
）
介
護
時
間
承
認
願

年
月

日
（
所
属
長
）

殿
所

属
職

名
氏

名

家
族
の
介
護
が
必
要
な
た
め
、
下
記
の
と
お
り
介
護
時
間
を
承
認
さ
れ
る
よ
う
関
係
書
類
を
添
え
て
お
願
い
し

ま
す
。

間
時

間
期

請
求
期
間

年
月

日
か
ら

□
毎
日

午
前

時
分
～

時
分

年
月

日
ま
で

□
そ
の
他
（

）
午
後

時
分
～

時
分

及
び
時
間

年
月

日
か
ら

□
毎
日

午
前

時
分
～

時
分

年
月

日
ま
で

□
そ
の
他
（

）
午
後

時
分
～

時
分

氏
名

住
所

要
介
護
者

居
別

□
・

居
同

□
柄

続生
年
月
日

年
月

日
生
（

歳
）

状
態

要
介
護
者

の
状

況
具
体
的
な

介
護
の

内
容

職
員
自
ら
介
護
を

行
わ
な
け
れ
ば
い

け
な
い
理
由

（
注
）
要
介
護
者
の
状
態
等
申
出
書
（
第
６
号
様
式
の
２
）
及
び
要
介
護
状
態
を
証
明
す
る
書
類
（
負
傷
、
疾
病

等
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
医
師
の
診
断
書
、
老
齢
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
保
健
師
等
公
的
な
資
格
を
有

す
る
者
の
証
明
書
）
を
添
付
す
る
こ
と
。

※
所
属
長
記
入
欄

（
所
属
長
）

受
付
年
月
日

年
月

日
決
裁
年
月
日

年
月

日
決
裁
欄

□
承

認
□
不
承
認

第
10号

様
式
、
第
11号

様
式
及
び
第
12号

様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
10号

様
式（
第
27条

、
第
31条

関
係
）
深
夜
勤
務
・
時
間
外
勤
務
制
限
請
求
書

日
月

年
日

月
年

求
請

）
長

属
所

（
殿

□
養
育

□
深
夜
勤
務
の
制
限
（
条
例
第
15条
の
３
第
１
項
・
第
４
項
）

次
の
と
お
り

の
た
め

□
時
間
外
勤
務
の
免
除
（
条
例
第
15条
の
３
第
２
項
・
第
４
項
）
を
請
求
し
ま
す
。

□
介
護

□
時
間
外
勤
務
の
制
限
（
条
例
第
15条
の
３
第
３
項
・
第
４
項
）

所
属

職
名

印
名

氏

氏
名

１
請
求
に
係
る
子

続
柄

等
又
は
要
介
護
者

生
年
月
日

年
月

日
生
（
□
出
産
予
定
日
）

養
子
縁
組
の
効
力
が
生
じ
た
日

年
月

日
２

職
員
の
配
偶
者
で

□
深
夜
に
お
い
て
就
業
し
て
い
る
（
深
夜
勤
務
の
制
限
を
請
求
す
る
場
合
で
、
該
当

当
該
子
の
親
で
あ

□
有

す
る
と
き
の
み
記
入
）

る
者
の
有
無
及
び

□
負
傷
、
疾
病
、
身
体
上
又
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
養
育
が
困
難
で
あ
る

□
況

状
産
前
６
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
14週

間
）
又
は
産
後
８
週
間
以
内
で
あ
る

□
無

３
要
介
護
者
の
状
態

及
び
具
体
的
な
介

護
の
内
容

４
請
求
に
係
る
期
間

深
夜
勤
務
の
制
限

年
月

日
か
ら

□
毎
日

平
成

年
月

日
ま
で

□
そ
の
他
（

）
時
間
外
勤
務
の
免
除

平
成

年
月

日
か
ら

又
は
制
限

□
１
年
（
12月

）
□
１
年
に
満
た
な
い
期
間
（

月
）

（
注
）

１
に
つ
い
て

①
「
続
柄
等
」
欄
に
は
、
請
求
に
係
る
子
又
は
要
介
護
者
の
請
求
者
と
の
続
柄
等
（
請
求
に
係
る
子
が
職
員
の
休
日
休
暇
及
び

勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
26年

大
分
県
条
例
第
35号

）
第
10条

第
1項
第
2号
の
表
の
備
考
2に
お
い
て
子
に
含
ま

れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
実
。）
を
記
入
す
る
。

②
「
生
年
月
日
」
欄
は
、
子
を
養
育
す
る
た
め
の
請
求
の
場
合
の
み
記
入
す
る
こ
と
。
な
お
、
請
求
に
係
る
子
が
請
求
の
際
に

出
生
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
「
生
年
月
日
」
欄
に
出
産
予
定
日
を
記
入
し
、
□
出
産
予
定
日
に
レ
印
を
記
入
す
る
こ
と
。

③
「
養
子
縁
組
の
効
力
が
生
じ
た
日
」
欄
は
、
子
を
養
育
す
る
た
め
の
請
求
の
場
合
の
み
記
入
す
る
こ
と
。

２
に
つ
い
て

①
こ
の
欄
は
、
子
を
養
育
す
る
た
め
に
深
夜
勤
務
の
制
限
を
請
求
す
る
場
合
の
み
記
入
す
る
こ
と
。

②
「
深
夜
に
お
い
て
就
業
し
て
い
る
」
と
は
、
深
夜
に
お
け
る
就
業
日
数
が
１
月
に
３
日
を
超
え
る
こ
と
を
い
う
。

３
に
つ
い
て

こ
の
欄
は
、
要
介
護
者
を
介
護
す
る
た
め
の
請
求
の
場
合
の
み
記
入
す
る
こ
と
。

４
に
つ
い
て

子
を
養
育
す
る
た
め
に
深
夜
勤
務
の
制
限
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
当
該
請
求
に
係
る
子
が
満
６
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
３
月
31日

以
前
の
日
を
制
限
終
了
日
と
し
て
請
求
す
る
こ
と
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

一
三



第
11号

様
式（
第
27条

、
第
31条

関
係
）

深
夜
勤
務
・
時
間
外
勤
務
制
限
通
知
書

通
知
年
月
日

年
月

日
（
請
求
職
員
）

殿
（
所
属
長
）

印
た

し
ま

り
あ

の
求

請
で

け
付

日
月

年

□
養
育

□
深
夜
勤
務
の
制
限
（
条
例
第
15条
の
３
第
１
項
・
第
４
項
）

の
た
め
の

□
時
間
外
勤
務
の
免
除
（
条
例
第
15条
の
３
第
２
項
・
第
４
項
）
に
つ
い
て
、
下
記
の
と
お
り

□
介
護

□
時
間
外
勤
務
の
制
限
（
条
例
第
15条
の
３
第
３
項
・
第
４
項
）

通
知
し
ま
す
。

記

公
務
の
運
営
の
支
障
の
有
無

※
深
夜
勤
務
の
制
限
（
養
育
、
介
護
）

無
□

有
□

勤
外

間
時

、
務
の
免
除
（
介
護
）
の
場
合
に
記
入

職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
か
否
か

※
時
間
外
勤
務
の
免
除
（
養
育
）、
時
間
外
勤
務
の

□
困
難
で
あ
る

□
困
難
で
な
い

制
限
（
養
育
、
介
護
）
の
場
合
に
記
入

深
夜
勤
務
の
制
限
平
成

年
月

日
か
ら

□
毎
日

平
成

年
月

日
ま
で

□
そ
の
他
（

）
期

間
時
間
外
勤
務
の
免
除
平
成

年
月

日
か
ら

又
は
制
限

□
１
年

□
１
年
に
満
た
な
い
期
間
（

月
）

公
務
の
運
営
に
支
障

の
あ
る
理
由
及
び
期

間
又
は
、
職
員
の
業

務
を
処
理
す
る
た
め

の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
が
著
し
く
困
難
で

あ
る
理
由
及
び
期
間

第
1
2
号
様
式
（
第
28条

、
第
32条

関
係
）

育
児
又
は
介
護
の
状
況
変
更
届

出
届

日
月

年
）

長
属

所
（

殿

所
属

職
名

印
名

氏

□
深
夜
勤
務
の
制
限

□
子
の
養
育

次
の
と
お
り

□
時
間
外
勤
務
の
免
除

に
係
る

□
時
間
外
勤
務
の
制
限

□
要
介
護
者
の
介
護

の
状
況
に
つ
い
て
変
更
が
生
じ
た
の
で
届
け
出
ま
す
。

１
届
出
の
事
由

（
１
）
養
育
の
状
況
の
変
更

□
子
が
死
亡
し
た

□
職
員
の
子
で
な
く
な
っ
た

□
離
縁

□
養
子
縁
組
の
取
消

□
家
事
審
判
事
件
の
終
了

□
児
童
福
祉
法
第
27条

第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
の
解
除

□
子
と
同
居
し
な
く
な
っ
た

□
職
員
の
配
偶
者
で
子
の
親
が
深
夜
に
お
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
で
き
る
こ
と

と
な
っ
た

（
２
）
介
護
の
状
況
の
変
更

□
要
介
護
者
が
死
亡
し
た

□
要
介
護
者
が
、
任
命
権
者
の
定
め
る
要
介
護
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た

（
理
由
：

）

２
届
出
の
事
実
が
発
生
し
た
日

平
成

年
月

日

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

一
四



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

第
１３号

様
式
中
「
平
成
」
を
削
る
。

附
則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
訓
令
は
、
平
成
２９年

４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
２９年

大
分
県

条
例
第
３
号
。
以
下
「
平
成
２９年

改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
２
項
の
職
員
の
申
出
は
、
職
員
の
休

日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
２６年

大
分
県
条
例
第
３５号

）
第
１３条

の
２
第
１
項
に
規

定
す
る
指
定
期
間
（
以
下
「
指
定
期
間
」
と
い
う
。
）
の
末
日
と
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
日
を
介
護
休
暇

指
定
期
間
指
定
願
（
第
６
号
様
式
）
に
記
入
し
て
、
所
属
長
に
対
し
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
所
属
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
指
定
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
平
成
２９年

改
正
条

例
附
則
第
２
項
に
規
定
す
る
初
日
（
以
下
「
初
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
申
出
に
よ
る
期
間
の
末
日
ま

で
の
期
間
の
指
定
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

４
平
成
２９年

改
正
条
例
附
則
第
２
項
に
規
定
す
る
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
は
、
附
則
第
２
項

の
申
出
に
基
づ
き
前
項
若
し
く
は
附
則
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
を
延
長
し
て
指
定

す
る
こ
と
又
は
当
該
指
定
期
間
若
し
く
は
こ
の
項
の
申
出
（
短
縮
の
指
定
の
申
出
に
限
る
。
）
に
基
づ
き

次
項
若
し
く
は
附
則
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
を
短
縮
し
て
指
定
す
る
こ
と
を
申
し

出
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
め
て
指
定
期
間
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
を
希
望
す
る

期
間
の
末
日
を
介
護
休
暇
指
定
期
間
指
定
願
に
記
入
し
て
、
所
属
長
に
対
し
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５
所
属
長
は
、
職
員
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
延
長
又
は
短
縮
の
指
定
の
申
出
が
あ
っ
た
場

合
に
は
、
初
日
か
ら
当
該
申
出
に
係
る
末
日
ま
で
の
期
間
の
指
定
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

６
附
則
第
３
項
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
属
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
平
成
２９年

４
月
１
日
か
ら

附
則
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
申
し
出
た
指
定
期
間
の
末
日
と
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
日
ま
で
の
期
間
（
以

下
「
施
行
日
以
後
の
申
出
の
期
間
」
と
い
う
。
）
又
は
同
項
の
申
出
に
基
づ
き
附
則
第
３
項
若
し
く
は
こ

の
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
附
則
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間

の
延
長
の
指
定
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
の
当
該
申
出
に
係
る
末
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
延
長
申
出
の
期

間
」
と
い
う
。
）
の
全
期
間
に
わ
た
り
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
た
め
介
護
休
暇
を
承
認
で
き
な
い
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
期
間
を
指
定
期
間
と
し
て
指
定
し
な
い
も
の
と
し
、
施
行
日
以
後
の

申
出
の
期
間
又
は
延
長
申
出
の
期
間
中
の
一
部
の
日
が
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
た
め
介
護
休
暇
を
承

認
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
日
で
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
期
間
か
ら
当
該
日
を
除
い
た
期
間
に
つ
い

て
指
定
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
８
号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
（
平
成
２０年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
９
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
２９年

３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
松
坂
規
生

第
２
条
第
１
項
中
「
育
児
休
業
等
計
画
書
（
第
２
号
様
式
）
（
育
児
休
業
条
例
第
３
条
第
４
号
の
規
定
に

よ
る
再
度
の
育
児
休
業
の
請
求
を
予
定
し
て
い
る
職
員
に
限
る
。
）
並
び
に
」
を
削
り
、
同
条
第
２
項
中

「
育
児
休
業
の
承
認
請
求
に
係
る
所
属
長
の
意
見
（
第
３
号
様
式
」
を
「
育
児
休
業
等
の
承
認
（
期
間
延

長
）
請
求
に
係
る
所
属
長
の
意
見
書
（
第
２
号
様
式
」
に
改
め
、
「
（
以
下
「
警
務
課
長
」
と
い
う
。
）
」

を
削
る
。

第
３
条
中
「
第
４
号
様
式
」
を
「
第
３
号
様
式
」
に
、
「
警
務
課
長
」
を
「
警
務
部
警
務
課
長
」
に
改

め
、
同
条
第
４
号
中
「
子
が
」
の
次
に
「
離
縁
又
は
養
子
縁
組
の
取
消
し
に
よ
り
当
該
」
を
加
え
、
同
条
中

第
６
号
を
第
９
号
と
し
、
第
５
号
を
第
８
号
と
し
、
第
４
号
の
次
に
次
の
３
号
を
加
え
る
。

⑸
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
と
の
親
族
関
係
が
特
別
養
子
縁
組
に
よ
り
終
了
し
た
場
合

⑹
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
の
民
法
（
明
治
２９年

法
律
第
８９号

）
第
８１７条

の
２
第
１
項
の

規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
終
了
し
た
場
合
（
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
の
審
判
が
確
定

し
た
場
合
を
除
く
。
）

⑺
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
と
の
養
子
縁
組
が
成
立
し
な
い
ま
ま
児
童
福
祉
法
（
昭
和
２２年

法
律
第

１６４号
）
第
２７条

第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
解
除
さ
れ
た
場
合

第
４
条
中
「
休
職
又
は
」
を
「
休
職
若
し
く
は
」
に
改
め
る
。

第
５
条
第
１
項
中
「
第
５
号
様
式
」
を
「
第
４
号
様
式
」
に
改
め
、
「
育
児
休
業
等
計
画
書
（
第
２
号
様

式
）
（
育
児
休
業
条
例
第
１１条

第
５
号
の
規
定
に
よ
り
再
度
の
育
児
短
時
間
勤
務
の
請
求
を
予
定
し
て
い
る

職
員
に
限
る
。
）
並
び
に
」
を
削
り
、
同
条
第
２
項
中
「
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
請
求
に
係
る
所
属
長
の

意
見
（
第
３
号
様
式
）
」
を
「
育
児
休
業
等
の
承
認
（
期
間
延
長
）
請
求
に
係
る
所
属
長
の
意
見
書
」
に
、

「
警
務
課
長
」
を
「
警
務
部
警
務
課
長
」
に
改
め
る
。

第
７
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
失
効
又
は
終
了
の
届
出
）

第
７
条
第
３
条
の
規
定
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）
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年
月

日
生

続
柄

氏
名

生
年
月
日

請
求
に
係
る
子

備
考

」 を

請
求
に
係
る
子
氏

名
続
柄

生
年
月
日

年
月

日
生

育
児
休
業
計
画

（
再
度
の
請
求
予
定
期
間
）

年
月
日
か
ら

年
月
日
ま
で

備
考

」 に
改

第
２
号
様
式
（
第
２
条
、
第
５
条
関
係
）

育
児
休
業
等
の
承
認
（
期
間
延
長
）
請
求
に
係
る
所
属
長
の
意
見
書

（
所
属
長
）
職

氏
名

○ 印

請
求
者
に
係
る
□

育
児
休
業
の
承
認
（
期
間
延
長
）

に
対
す
る
意
見
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

□
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
（
期
間
延
長
）

１
育
児
休
業
の
承
認
（
期
間
延
長
）
の
場
合

□
適
当
で
あ
る
。

こ
の
場
合
の
代
替
職
員
（
非
常
勤
職
員
又
は
臨
時
的
任
用
職
員
）
の
配
置
予
定

□
有

□
無

□
不
適
当
で
あ
る
。

（
理

由
）

２
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
（
期
間
延
長
）
の
場
合

□
適
当
で
あ
る
。

□
不
適
当
で
あ
る
。

（
理

由
）

（
注
）

育
児
休
業
の
承
認
（
期
間
延
長
）
の
場
合
は
「
１
」
の
、
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
（
期
間
延

長
）
の
場
合
は
「
２
」
の
該
当
す
る
□
に
レ
印
を
記
入
し
、
承
認
（
期
間
延
長
）
が
不
適
当
で
あ

る
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と
。

第
１０条

第
１
項
中
「
第
６
号
様
式
」
を
「
第
５
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
４
項
中
「
警
務
課
長
」
を

「
警
務
部
警
務
課
長
」
に
改
め
る
。

第
１１条

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
部
分
休
業
の
失
効
又
は
終
了
の
届
出
）

第
１１条

第
３
条
の
規
定
は
、
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
３
条
中
「
所
属
長
を
経
由
し
て
警
務
部
警
務
課
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
属
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

第
１２条

の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る
。

（
非
常
勤
職
員
の
育
児
休
業
等
）

第
１３条

こ
の
訓
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
非
常
勤
職
員
の
育
児
休
業
等
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

第
１
号
様
式
中
「
大
分
県
警
察
本
部
長
」
を
「
警
務
部
警
務
課
長
」
に
、

「「め
る
。
第
２
号
様
式
及
び
第
３
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）
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第
３
号
様
式
（
第
３
条
、
第
７
条
、
第
11条

関
係
）

育
児
休
業
等
失
効
・
終
了
届

年
月

日
警
務
部
警
務
課
長

殿
所

属
職

氏
名

○ 印
□

育
児
休
業

以
下
の
事
由
に
よ
り
、
□

育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認

が
（

□
失
効

□
終
了

）
し
た

□
部
分
休
業

（
す
る
）
の
で
届
け
出
ま
す
。

１
届
出
の
事
由

□
産
前
の
休
暇
を
取
得
し
た
。

□
出
産
し
た
。

□
育
児
休
業
等
に
係
る
子
が
死
亡
し
た
。

□
育
児
休
業
等
に
係
る
子
が
離
縁
又
は
養
子
縁
組
の
取
消
し
に
よ
り
当
該
職
員
の
子
で
な
く
な
っ

た
。

□
育
児
休
業
等
に
係
る
子
と
の
親
族
関
係
が
特
別
養
子
縁
組
に
よ
り
終
了
し
た
。

□
育
児
休
業
等
に
係
る
子
に
つ
い
て
の
民
法
817条

の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
家
事

審
判
事
件
が
終
了
し
た
。

□
育
児
休
業
等
に
係
る
子
と
の
養
子
縁
組
が
成
立
し
な
い
ま
ま
児
童
福
祉
法
第
27条

第
１
項
第
３
号

の
規
定
に
よ
る
措
置
が
解
除
さ
れ
た
。

□
育
児
休
業
等
に
係
る
子
を
養
育
し
な
く
な
っ
た
。

□
同
居
し
な
く
な
っ
た
。

□
負
傷
・
疾
病

□
託
児
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

）
由

事
（

他
の

そ
□

□
当
該
育
児
休
業
等
に
係
る
子
以
外
の
子
に
つ
い
て
育
児
休
業
等
の
承
認
の
請
求
を
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。

）
由

事
（

他
の

そ
□

２
届
出
の
事
由
が
発
生
し
た
（
す
る
）
日

年
月

日

（
注
）

該
当
す
る
□
に
レ
印
を
記
入
す
る
こ
と
。

年
月

日
生

続
柄

氏
名

生
年
月
日

請
求
に
係
る
子

備
考

を」

請
求
に
係
る

子
氏

名
続
柄

生
年
月
日

年
月

日
生

育
児
短
時
間
勤
務
計
画

（
再
度
の
請
求
予
定
期
間
）

年
月
日
か
ら

年
月
日
ま
で

備
考

に
改

」

受
付
年
月
日

年
月

日

決
裁
年
月
日

年
月

日

（
所
属
長
）

職
氏
名

㊞

□
承
認

□
不
承
認

決
裁
欄

」 を

受
付
年
月
日

年
月

日

決
裁
年
月
日

年
月

日

□
承
認

□
不
承
認

所
属
長

決
裁
欄

」 に

第
４
号
様
式
を
削
り
、
第
５
号
様
式
中
「
大
分
県
警
察
本
部
長
」
を
「
警
務
部
警
務
課
長
」
に
、

「「め
、
同
様
式
を
第
４
号
様
式
と
す
る
。

第
６
号
様
式
中
「
大
分
県
警
察
本
部
長
」
を
「
（
所
属
長
）
」
に
、
「
平
成

年
月

日
生
」
を
「

年
月

日
生
」
に
、

「「改
め
、
同
様
式
を
第
５
号
様
式
と
す
る
。

附
則

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
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外
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警
察
本
部
訓
令
）
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こ
の
訓
令
は
、
平
成
２９年

４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）
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八


